
※出典：出入国在留管理庁HP【出入国在留管理庁資料】

19

-
四角形



※第１回自動車運送業分野特定技能協議会資料5-4より（ 2025/08/26開催 ）【厚生労働省資料】
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特定産業分野：介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶
用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、
自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

特定技能制度の概要
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のた
めの取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の
分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる
ため、在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」を創設。（平成３
１年４月から実施）

特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要
とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従
事する外国人向けの在留資格
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１年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新（通算で上限５年まで）

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
（技能実習２号を修了した外国人は試験免除）

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能制度の概要
特定技能１号のポイント
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タクシーバストラック

２．４５万人（総計）・受入れ見込数

①運行業務
②接遇業務

①運行業務
②荷役業務

・主な業務内容

①第二種運転免許（※１）

②特定技能評価試験

（タクシー）（※２）

①第二種運転免許（※１）

②特定技能評価試験

（バス）（※２）

①第一種運転免許（※１）

②特定技能評価試験（トラック）（※２）
・技能水準

※１ 日本国内で運転免許を取得するための手続き等に要する期間については、在留資格「特定活動」（バス運転
手及びタクシー運転手については1年・更新不可、トラック運転手については6ヵ月・更新不可）で在留を認める。

※２ 特定技能評価試験は各業界団体及び実施者である（一財）日本海事協会において実施。

日本語能力試験N３日本語能力試験N３
・日本語能力試験N４
又は
・日本語基礎テスト 合格

・日本語能力

・「働きやすい職場認証
制度」の認証取得 等

・「働きやすい職場認証
制度」の認証取得 等

・「働きやすい職場認証制度」

又は

「Gマーク制度」の認証取得 等

・受入れ事業者の
要件

○ 生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況であ
り、人手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野（バス、タクシー及びトラック運転
手）について、特定技能制度の対象分野への追加を閣議決定（令和６年３月29日）。
○ 特定技能外国人の受入れに向けて、令和６年12月より特定技能評価試験を開始し、令和７年6月末
時点の速報値で10名が在留資格を取得。

特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
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受験資格
満17歳以上の外国人（インドネシアでの試験は満18歳以上）

試験当日において有効な日本又は海外の運転免許(普通自動車以上)を有する外国人

受験料（2025年8月26日時点）
国内での受験：5,000円（税抜） 海外での受験：37USドル

試験方法
CBT方式
・ 受験者本人が自ら希望の場所、日時で試験を予約し、試験センターで受験する方法

出張試験方式
・ 申込者(企業、支援機関、送出機関など)が受験者を集め試験会場を準備し、
試験監督者が希望の場所、日時に出張して試験を実施する方法

・ 海外の場合は、１出張当たり50名分以上の申込みが必要
・ 受験料の他に試験監督者１名分の旅費と宿泊費が必要

特定技能評価試験概要

試験実施国(CBT)
二国間協力覚書締結国のうちCBT実施国（未実施国はベトナム・タジキスタン）
・ インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、ネパール、パキス
タン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、日本【計16ヶ国】

試験状況

実施機関
一般財団法人 日本海事協会

合格率合格者数受験者数業務区分別

73.2%2,557名3,493名合計

72.1%2,096名2,909名・トラック ※2025年8月20日時点 24
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Ｇマーク制度
（貨物自動車運送事業安全性評価事業）

働きやすい職場認証制度
（運転者職場環境良好度認証制度）

利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくす
るとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意
識を高めるための環境整備を図る

職場環境改善に向けた自動車運送事業者の取組を
見える化することで、求職者の就職を促進し、
各事業者の人材確保の取組を後押しする

制度趣旨

平成１５（２００３）年７月令和２（２０２０）年８月制度創設

トラック法に基づく指定を受けた全国貨物自動車
運送適正化事業実施機関（全日本トラック協会）

国土交通省が指定する認証実施団体
（※）現在は、（一財）日本海事協会が実施

認証／認定主体

トラック事業者
（事業所単位で認定）

トラック、バス、タクシー事業者
（原則、事業者単位で認定。都道府県単位でも申請可能）

認証／認定
対象事業者

約２９，０００者（事業所ベース、令和６年度末時点）トラック：約２，５００者、バス：約３００者、タクシー：
約９００者（事業者ベース、令和６年４月時点）

認証／認定者数

①安全性に対する法令の遵守状況、②事故や違反
の状況、③安全性に対する取組の積極性の３分野
において基準点数を満たしていること 等

①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、
④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成、⑥自主
性・先進性等の６分野において基準点数を満たして
いること 等

認証／認定要件

新規：２年間、初回更新：３年間、２回目更新以降：
４年間

原則２年間認証／認定の
有効期間

違反点数の消去、助成の優遇、保険料の割引 等ハローワークにおける求人票への認証マークの
表示、助成の優遇 等

インセンティブ

【参考】 「働きやすい職場認証制度」と「Ｇマーク制度」について【概要】
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採
用
・
入
国

乗
務
開
始

特定技
能評価
試験
・

日本語
試験

合格

日本語研修等

外免切替

運転免許を要しない
付随業務に従事可能

特
定
技
能
1
号
の
在
留
資
格
取
得

「特定活動」としての在留
（最大６か月）

初任ドライ
バー研修

※日本人ド
ライバーと
同様

「特定技能1号」としての在留
（最大5年）

①原則、申請に必要
な書類の準備は入国
前に終わらせる

②入国後のみ入手可
能な書類を準備
チェックリストを用い
て漏れがないか確認

③技能確認に
向けた事前訓
練の実施

トラック運転手としての乗務開始までのプロセス
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27

【警察庁資料】外免切替の見直し（案）
※第１回自動車運送業分野特定技能協議会資料5-1より（ 2025/08/26開催 ）
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自動車運送業分野特定技能協議会

○ 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置。
○ 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外
国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不
足の状況を把握し、必要な対応等を行う。

＜主な協議内容＞
１．特定技能外国人の受入に係る制度の趣旨や優良事例の周知
２．特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
３．就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
４．大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整 など
自動車運送業分野特定技能協議会の構成

自動車運送業分野特定技能協議会

国土交通省 受入れ機関
事業者団体

（全日本トラック
協会 等）

その他（有識者、
登録支援機関）

関係省庁（警察
庁、法務省、外
務省、厚労省）

特定技能外国人を受け
入れる全ての受入れ機
関は協議会の構成員に
なることが必要

国土交通省HP：自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html 28
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